
補助事業者 厚生労働省・県

令和６年
１２月

令和７年
７月頃

令和７年
８月頃

令和８年
３月頃

【参考】令和７年度マンモグラフィ検診精度向上事業スケジュール（見込み）
※下記はあくまで過去のスケジュールをもとにした見込みです。
※当該補助金事業の流れは原則として「○」内の番号のとおりとなります。

・国庫補助金請求書を県に提出

・実施計画書を県に提出

・交付申請書を県に提出

～

事業完了後（設置完了後）は
実績報告書を提出

・令和７年度の一次募集を開始

・実施計画書を審査

・内示額を通知
（県が補助金事業者に通知）

・補助金の振り込み

１
２

３

４

５

７ ８

内示額の通知後、交付対象物
品をご購入いただけます。

・仕入控除税額の報告
・当該報告に基づく返還

６
・交付決定額を通知
（県が補助事業者に通知）

９ ・交付確定額を通知１０～

～


